
一般競争入札（総合評価落札方式）に関する質問及び回答（Q&A） 

最終更新日 2026 年 2 月 24 日 

独立行政法人情報処理推進機構 

 

件名：IMI サイトの運用・保守、調査研究 

項番 資料名 頁番号 項目名 質問内容 回答 回答掲載日 

1 Ⅲ.仕様書 P.17 
3.4 IMIサイト

の運用作業 

IPA システム維持管理の担当部署

からの問い合わせは、今までの傾向

から、どのような分類の質問が発生

するか教えていただくことは可能

でしょうか。 

年間通して、問い合わせは、数件

程度です。内容は、毎年行われる

セキュリティーや棚卸に関する問

い合わせです。 

 

2026 年 2 月

24 日 

2 

 
Ⅲ.仕様書 P.17 

3.4 IMIサイト

の運用作業 

IPA システム維持管理の担当部署

からの問い合わせについて、過去の

問い合わせや対応履歴などは管理

されておりますでしょうか。 

項番１のとおり、問い合わせ件数

が一桁件数のため、問い合わせメ

ールをフォルダにバックアップを

取っている状況です。。 

2026 年 2 月

24 日 

3 Ⅲ.仕様書 P.17 
3.4 IMIサイト

の運用作業 

イントラネットにアクセスして作

業するにはどのような方法になる

でしょうか。 

1. 物理的に貴ネットワーク経由に

接続する 

2.VPN やリモートアクセスゲートウ

ェイ等をご提供いただき外部ネッ

トワークからリモート接続する  

基本的には、2 ですが、アクセスは

弊機構の管理端末からのみとして

います。 

また、通信量に応じて、1 のアクセ

スをとる場合もありますが、大容

量データを個別に通信する場合な

ど利用ケースが限られます。 

 

2026 年 2 月

24 日 



項番 資料名 頁番号 項目名 質問内容 回答 回答掲載日 

4 Ⅲ.仕様書 P.17 
3.4 IMIサイト

の運用作業 

日次の監視運用は、自動処理とある

通りアラート検出をトリガーに行

うものであり、アラートの有無に関

わらず日次で死活監視結果を報告

するものではない、と理解しまし

た。認識相違ないでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

ただし、アラート通知があった場

合は、弊機構職員と同時に通知受

領をいただくことを想定していま

す。 

2026 年 2 月

24 日 

5 Ⅲ.仕様書 P.17 
3.4 IMIサイト

の運用作業 

月次のアクセス解析レポートのソ

ースや解析ツールは既存の運用が

存在し、それを踏襲・改善するもの

でしょうか。新たにツールの導入、

解析ルールの定義をご提案に含め

るのでしょうか。 

既存の分析状況を踏襲ください。 

現行システムに対して、新たな運

用・管理を求めるものはありませ

ん。（明らかな無駄があれば、ご提

言ください。） 

 

2026 年 2 月

24 日 

6 Ⅲ.仕様書 P.17 
3.4 IMIサイト

の運用作業 

脆弱性情報の確認は既存の運用に

沿って行うものでしょうか。新たに

運用手順、スコープの定義をご提案

に含めるのでしょうか。 

項番５のとおり、新たな運用・管

理を求めるものはありません。 

既存を踏襲ください。 

 

2026 年 2 月

24 日 



項番 資料名 頁番号 項目名 質問内容 回答 回答掲載日 

7 Ⅲ.仕様書 P.18 

3.5 IMIサイト

のコンテンツ

公開方式の概

要 

手順 4.3 IMI サイトのコンテンツ管

理に関する調査・分析・「サイト設計

書」の作成（2）には DMZ 上の公開

Web サーバーに静的コンテンツを

配置する、とありますが同じく

DMZ 上にデータベース/コンテン

ツサーバーがあります。こちらにも

矢印が引かれていますが、このサー

バーのに対してはどのような作業

を行うのでしょうか。 

データベース/コンテンツサーバ

ーは過去のシステムの名残での接

続ルートです。現在、ほぼ疎通が

ないため、運用・保守としては、稼

働状況の確認のみの作業となりま

す。 

 

2026 年 2 月

24 日 

8 Ⅲ.仕様書 P.19 

4.3 IMIサイト

のコンテンツ

管理に関する

調査・分析・

「サイト設計

書」の作成（2） 

HTMLコンテンツの構成・遷移を図示

したサイトマップに必ず含めるべ

き情報が定まっていればご教示い

ただけますでしょうか。 

ページ情報とコンテンツ情報は必

ず含めてください。その他、実際

にリソースを確認いただき、必要

な情報があれば、提言ください。 

 

2026 年 2 月

24 日 

 


